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［入居資格］
①収入基準：世帯合計所得額÷12ヶ月＝79,000円以上
　であること。
②勤労者であること。（事業所等の勤労者もしくは採
　用内定者または自営業を営む者）
③住宅に困窮している者であること。
　※持ち家がないこと。
④単身入居ではないこと。
⑤市町村税及び県民税を滞納していないこと。
　※今後支払う旨の誓約等は認められません。
⑥公営住宅及び公営賃貸住宅の家賃を滞納していない
　こと。
⑦入居者及びその同居者が暴力団員ではないこと。
⑧障がい者向け住宅への入居は申込者及び同居者に障
　がい者手帳をお持ちの方に限ります。

［必要書類］
　⑴住宅入居申込書
　（築上町役場　都市政策課にて配布）
＊⑵住民票
　（同居希望者全員〔本籍・続柄を必ず標記〕記載）
＊⑶平成26年度（平成25年分）所得証明書
　（入居希望世帯員で収入のある方全員分）

＊⑷滞納がない証明書もしくは完納証明書
　（注：納期到来分まで。単年度証明不可）
　⑸公営住宅及び公共賃貸住宅の家賃等完納証明書
　⑹入居者及び同居者が暴力団員でない確約書
　※申込をされる方の中には、別に書類等を提出して
　　いただく場合もあります。
＊⑵、⑶、⑷はお住まいの市区町村役場窓口において
　発行できます。
　現在お住いの市区町村に１年以上居住していない
　場合は証明書が発行できないことがありますので、
　お知らせください。

［その他注意事項］
・入居決定者になられた場合、〔入居資格〕⑤⑥⑦の
　条件を満たし、申込者同等の収入がある連帯保証人
　が２名必要です。
・ペットの飼育はできません。
・障がい者向け住宅は2LDKとなっています。
・敷金は基本家賃の３ヶ月分（81,000円）です。
・入居決定から入居までに４週間程度日数を要します。

［提出先及び問い合わせ］
　都市政策課　住宅係（内線383、392）

募集要項

入居募集
の部屋

１号棟　108号室
１号棟　203号室
２号棟　202号室

※１世帯１部屋のみ申込可能です。希望号室が重複
　の場合は抽選となります。

※駐車場料金
　は基本家賃
　に含まれます。

築上町大字椎田815番地4
JR椎田駅下車徒歩約5分

所　　在　　地
もよりの交通機関

S59

建築
年度

中耐

構造

無

エレ
ベーター

3DK

間取り

有

風呂釜

有

シャワー

１台

駐車場

築上町役場  本庁  屋上から撮影
【基本家賃】Ａ
　　　　27,000円

【階数等減額】Ｂ
　１、２階　　　    0円
　　　３階　　2,000円
　　　４階　　3,000円
　　　５階　　4,000円
障がい者向け　6,000円

【扶養人数等減額】Ｃ
（中学生以下対象）
　　　１人　　3,000円
　　　２人　　4,000円
　３人以上　　5,000円

【決定家賃】＝AーBーC

専有面積　53.08㎡

サン・コーポ椎田
入居者募集のお知らせ
公募期間：４月14日（火）
　　　　〜４月27日（月）
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　築上町にお住まいの児童・生徒に対して、経済的な

理由により就学困難な児童・生徒を「要保護・準要保

護世帯」に認定し、給食費・学用品費等の一部を援助

する制度を設けています。

○援助を受けられる家庭

（１）生活保護法第６条第２項に規定する要保護者

（２）生活保護法第６条第２項に規定する要保護者に

　　　準ずる程度に困窮していると認められる方。

　　（「準要保護者」という。）

　①生活保護法の保護の廃止又は停止

　②地方税法第２９５条第１項に基づく市町村民税の

　　非課税

　③児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支

　　給

　④生活福祉資金による貸付

　※①～④以外についても該当項目がありますので、

　　詳しくは学校教育課へお尋ねください。

○その他いずれかに該当する方

　①保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労

　　働者又は職業安定所登録の雇用保険被保険者手帳

　　を有する方、若しくは雇用保険受給資格証を有す

　　る方

　②保護者の職業が不安定で生活状況が悪いと認めら

　　れる方

　③ＰＴＡ会費・学級費等の学校納付金の減免が行わ

　　れている方

　④学校納付金の納付状況の悪い方、被服等が悪い方

　　又は学用品、通学用品等に不自由している方で、

　　保護者の生活状況が極めて悪いと認められる方

　⑤経済的な理由による欠席日数が多い方

　⑥その他特に必要と認めるときは、支給の認定をす

　　ることができます。

○認定基準額

　世帯の所得額が生活保護基準額の1.5倍以下の世帯

○援助の範囲

　１　学校給食費

　２　義務教育に伴う必要な学用品及び通学用品費等

　３　校外活動費

　４　新入学児童生徒学用品費

　５　修学旅行費

　６　医療費

○申請方法

・学校長を経由（お住まいの地区の自治会の民生・児

　童委員の所見を要します。）して、教育委員会へ申

　請してください。

・認定後、継続して受給を希望する場合は毎年申請が

　必要です。

○申請期間

　４月から随時受付をしています。5月末までに認定

を受けた方は、４月に認定を受けたものとして、４月

分から支給します。

※手続き方法等、詳しいことにつきましては、学校教

　育課又は就学先の小・中学校へお尋ねください。

問い合わせ　学校教育課　学校教育係

　　　　　　　　　　　（支所・内線２５３）

築上町児童生徒の就学援助費支給制度

■事務職Ａ（大学卒業程度）１名程度

受験資格：昭和５６年４月２日以降に生まれた人で、民

　　　　　間企業等で５年以上（平成２７年３月末時　

　　　　　点）の勤務経験を有する人。

■事務職Ｂ（高校卒業程度）１名程度

受験資格：昭和５６年４月２日以降に生まれた人で、民

　　　　　間企業等で５年以上（平成２７年３月末時　

　　　　　点）の勤務経験を有する人。（学校教育法に

　　　　　よる４年制大学を卒業した人は事務職Ｂを受

　　　　　験できません）

■土木技師Ｃ　１名程度

受験資格：昭和５６年４月２日以降に生まれた人で、高

　　　　　校、大学等で土木に関する専門課程を修了し

　　　　　卒業した人。

■第一次試験

　日　時　：４月２６日（日）１０：００〜

　場　所　：築上町椎田社会福祉センター（自愛の家）

　試験内容：

　・事務職Ａ：教養試験（大学卒業程度）、事務適性検

　　　　　　　査、一般性格診断検査、作文試験

　・事務職Ｂ、土木技師Ｃ：

　　　　　　　教養試験（高校卒業程度）、事務適性検

　　　　　　　査、一般性格診断検査、作文試験

■第二次試験

　日　時　：５月１６日（土）、又は１７日（日）のい

　　　　　　ずれかの日　１０：００～
　場　所　：築上町役場

　試験内容：面接試験　

※合格者は第一次試験から第二次試験までの結果を総合

　して決定しますので、すべての試験を受けてください。

■申込期間：３月２７日（金）～４月１４日（火）

　　　　　　８：３０～１７：００

　　　　　　ただし、土・日・祝日は除く

　郵送の場合は、4月１4日（火）１７：００必着で、

書類が完備しているものに限る。

■申込方法：

　総務課人事秘書係に申込用紙を請求し、提出してくだ

さい。

申込・問い合わせ

　総務課　人事秘書係（内線３１１・３１２）

築上町職員採用試験（追加）募集
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▲田中真理子さん▲中村ひろ子さん

行政相談定例相談所
　４月１日付けで、総務大臣から福田みどりさん（上り松）、髙橋美輝さん（下別府）が築上

町担当の行政相談委員に委嘱されました。

　行政相談委員は、地域での皆さんの身近な相談相手として、行政サービスに関する相談や行

政の仕組みや手続きに関する相談を受け付け、相談者への助言や関係行政機関への通知などの

仕事を行っています。

　下記のとおり、行政相談所を開設します。相談は無料で秘密は厳守されますので、お気軽に

ご利用ください。

日時　毎月第３水曜日　１０：００～１５：００

開催月
４月・６月・８月・10月・12月・２月（※偶数月）
５月・７月・９月・11月・１月・３月（※奇数月）

場　所
自愛の家

築上町コミュニティセンター（ソピア）

▲福田みどりさん

▲髙橋美輝さん

教育委員紹介
　３月９日付けで、田中真理子さん（再任 ：任期：平成２７年３月

２５日～平成３１年３月２４日）、中村ひろ子さん（新任 ：任期：

平成２７年３月２６日～平成２８年３月２４日）の二人が教育委員

に選任されました。

　教育委員は、学校等の教育機関の管理、学校教育や社会教育の教

育行政に関して、指導・助言を行います。

○供用開始のお知らせ

　椎田地区（湊北、椎田東、椎田西、臼田、坂本）の一部、椎田西部地区（下岩丸、奈古、水原、越路、下日奈古、

上日奈古、坂本）の一部、築城地区（上築城、下別府）の一部が供用を開始しました。供用開始区域の皆様には

早期の下水道への接続をお願いします。（下水道が使用できる地域か分からない場合は、お問い合わせください）

　下水道に接続すると、台所やお風呂などの汚水すべてを直接下水道に流すことになりますので、川や水路等、

付近の環境を汚すことはありません。また、水洗トイレに変えることで、衛生的で悪臭がなくなり、快適な暮ら

しができます。皆様のご協力をお願いします。

○下水道に接続する工事は指定工事店に依頼してください

　築上町が指定した排水設備工事指店に接続工事を依頼してください。指定工事店以外は、接続工事ができません。

指定工事店の一覧表は、下水道課でお渡しします。費用は全て自己負担になります。数社から見積もりを取るな

ど検討してください。

○下水道接続工事が完了し、供用を開始すると下水道使用料が発生します

　一般家庭及び店舗・事務所等で下水道に接続した場合、接続した月から使用料が発生します。一般家庭の使用

料の金額は、人数に応じて変わってきます。使用人数は住民基本台帳で確認し算定していますが、住民票をおい

たまま実際は住んでいない場合（学生・入院・長期出張等）で住んでいる世帯人数に変更があるときは、使用料

の減免制度があります。不在を証明できる書類等と印鑑をお持ちの上申請してください。また、店舗・事務所等

の使用料の金額は、店舗等の面積や使用状況等から算定します。

○下水道接続後の正しい使い方

　下水道は、利用者みなさんの施設です。下水管が詰まったり、処理場の故障等の原因となるため、ご利用の際

は次のことに気をつけてください。皆様のご協力をお願いします。また、下水道接続工事を伴う改築や増築、建

て替えるときなどは、必ず下水道課に届出をお願いします。

台　所
風呂場
トイレ

野菜くずやご飯の残り、天ぷら油やサラダ油などの食物廃油を流さないようにしましょう。
排水溝には、大きなものが流れ込まないように、必ず網か格子をつけましょう。
トイレットペーパー以外の紙、異物などを流さないようにしましょう。

問い合わせ　下水道課　下水道係（内線１１１）

下水道課からのお知らせ

問い合わせ　総務課　行政係（内線３３４）
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　平成２７年度の固定資産税は、平成２７年１月１日

現在の所有者に対して課税されます。平成２６年中に

土地や家屋を取得・譲渡された方、家を新築して３年

度を経過する方や家屋を取り壊した場合は、固定資産

税額が変わります。

　また、平成２７年度は３年に一度の評価替え年度で

す。ご自分の資産状況を確認されたい方は、この機会

をご利用ください。

◎場所　税務課　資産税係
◎縦覧
　日時　４月１日（水）～６月１日（月）

　　　　８：３０～１７：００（土日・祝日を除く）

　縦覧できるもの　土地価格等縦覧帳簿

　　　　　　　　　家屋価格等縦覧帳簿

　縦覧できる人
　◯土地・家屋の固定資産税の納税者・納税管理人

　◯同居の家族

　◯委任状を有する代理人

　持参するもの
　◯窓口に来る方の印鑑

　◯身分証明書（免許証、保険証等）

　◯代理人の場合は委任状

◎閲覧
　日時　４月１日（水）～
　　　　平成２８年３月３１日（木）

　　　　８：３０～１７：００

　　　（ただし、１２月２９日（火）～平成２８年１

　　　　月３日（日）、及び土日・祝日を除く）

　閲覧できるもの　固定資産課税台帳（名寄帳）

　閲覧できる人
　◯土地・家屋の固定資産税の納税者・納税管理人

　◯同居の家族

　◯委任状を有する代理人

　◯借地、借家人等の利害関係人

　　（該当部分のみ閲覧）

　持参するもの
　◯窓口に来る方の印鑑

　◯身分証明書（免許証、保険証等）

　◯代理人の場合は委任状

　◯借地、借家人等の利害関係人の場合は賃借物件の

　　明記された契約書等の利害関係がわかる書類

問い合わせ　税務課　資産税係

　　　　　　　　　（内線２１４・２１６）

平成２７度固定資産課税台帳等の縦覧・閲覧が始まります

原動機付自転車及び農耕用作業車の手続きについて
　平成２７年４月２日より、築城支所の総合管理課にて、原動機付自転車 (１２５cc 以下のバイク ) 及び農耕用作

業車の廃車の手続きができるようになります。新規登録に関しては、従来どおり、本庁（税務課）のみでしか手

続きができませんのでご了承ください。

　下記の表を、ご参考にして手続き場所の確認をお願いします。

廃車手続きに必要なもの　・標識（ナンバープレート）　（注 2）・印鑑 ( 所有者と届出者両方 )

（注 2） 廃車手続時に標識 (ナンバープレート )がない場合は、弁償代として２００円が必要になります。
問い合わせ　税務課　資産税係（内線２１６）

廃　　車
名義変更
新規登録

本庁（税務課）
◯
◯
◯

築城支所（総合管理課）
◯

△（注１）
×

（注1）築城支所（総合管理課）での名義変更は、相続
　　　　に関するときのみ手続きできます。相続以外で
　　　　の名義変更及び第三者への譲渡は、本庁（税務
　　　　課）のみでしか手続きできませんのでご注意く
　　　　ださい。

入札結果（２月分）
入札日：平成27年2月5日

【産業課】
●フットサルコート散水ポンプ設置工事
　（築上町大字湊1283番地1 地内）
　落札金額：6,100,000円
　工　　期：平成27年2月10日～平成27年3月31日
　落札業者：宮西設備（株）

入札日：平成27年2月12日
【総務課】
●築上町ハザードマップ更新業務委託
　（築上町 地内）
　落札金額：5,200,000円
　履行期間：平成27年2月18日～平成27年5月29日
　落札業者：東亜建設技術（株）
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IROM on

MET
ASE 『メタセの杜』

TEL.0930-52-3828

広告欄 広告欄広告欄 コマーレの催し物（大ホール）
Tel：５６-１７７７

○イベント

　マルシェ（大型テント前）

・フリーマーケット

　　４／１２（日）・２６（日）

　　９：００～１６：００
＊１２日は、雨天の場合、１９日に延期します。

　２６日は、雨天の場合、中止にします。

○国際交流館

・押し花絵展

　押し花サークル「エレガント」

　　４／２９（水）～５／２（土）
　　１０：００～１６：００

　築上町では、お住まいの住所により通学すべき小・中学校を指定していますが、事情により指定学校以外に通学
を希望される児童、生徒のために就学指定校変更、及び区域外就学の制度を設けております。
●指定校変更とは
　築上町に住む児童生徒に対して、築上町立の指定された学校以外の校区に通学を認める制度です。
●区域外就学とは
　築上町以外の市町に住む児童生徒に対して、築上町立の小中学校への通学を認める制度です。（築上町にお住ま
いの児童生徒で、他の市町立の学校に通学を希望される場合は、その住所地の教育委員会へ申請してください。）
（変更の基準）
　・心身の障害により遠距離の学校に通学することが困難な場合
　・転出等により、教育に支障をきたす場合（原則として、小学校第６学年及び中学校第３学年に在籍する場合）
　・学期半ばで転出した場合
　・保護者の就労等により、帰宅後の保護が不可能なため保護者に代わる方がいる校区の学校へ変更する場合
　・いじめ・不登校等による教育的配慮からやむを得ないと教育委員会が認めた場合
　・特定の部活動を行いたいが、指定中学校にその部活動がない場合
　・住宅購入に伴う登記のために住民票などを異動した場合
　・住宅の改築中により、一時的に他の学校区に転居した場合
　・通学距離、時間及び通学路の安全性から特に配慮を要する場合
　・特別支援学級に入級するため
　・その他やむを得ない理由によるため
　※申請理由により学校長の意見書やその他添付書類が必要な場合があります。
（指定校変更手続きの流れ）
　「指定校変更申立書（様式第１号）」を築上町教育委員会に提出する。
　　→築上町教育委員会が審査を行い、指定学校の変更が可能であると認められたものに限り、保護者に「指定学
　　　校変更通知書（様式第２号）」を交付する。
　　→指定学校変更の通知を受けた保護者は、「誓約書（様式第４号）」を築上町教育委員会に提出する。
　※指定学校変更申立書（様式１号）及び誓約書（様式４号）はホームページからもダウンロードできます。
（区域外就学手続きの流れ）
　※築上町外から築上町内の小・中学校へ就学を希望する場合
　「区域外就学許可申請書」を築上町教育委員会に提出する。
　　→築上町教育委員会とお住まいの市町教育委員会で協議し、区域外就学が可能であると認められたものに限り、
　　　保護者に「区域外就学承諾書」を交付する。
　　→区域外就学承諾書の通知を受けた保護者は、「誓約書（様式４号）」を築上町教育委員会に提出する。
　※築上町内から築上町外の小・中学校へ就学を希望する場合お子さんの通学を希望する市町教育委員会で申請を
　　する。
問い合わせ　学校教育課　学校教育係（支所・内線２５３）

小・中学校指定校の変更及び区域外就学制度について

石見神楽公演

民謡の祭典

7月5日㈰  午後開演予定

4月19日㈰ 9:00開場/9:30開演

5月9日㈯チケット発売開始
※詳細は｢広報ちくじょう5月号｣でお知らせします。

14:30～鎌田英一民謡ショー
主催／西日本民謡協会

～西日本民謡協会四十五周年記念～

入場
無料
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船迫窯跡公園からのお知らせ

　町のシンボル「本庄の大楠」の

　保存整備が完了しました～大楠見学の際は
　柵の外側からお願いします～

●ゴールデンウイークは船迫窯跡公園で楽しもう！！
　　『こどもの日　親子でシーサー！教室』参加者募集

☆船迫窯跡公園　開園１０周年記念企画　第１弾！！☆
～沖縄地方に伝わる魔除け “シーサー” を陶芸用粘土でつくります～
　日　時　５月５日（火）１０：００～１２：００

　場　所　船迫窯跡公園　古代復元工房建物

　講　師　宮村みつお氏（シーサー館主・那覇市観光大使・沖縄文化伝道師）とその仲間たち

　参加費　５００円（材料費）

　定　員　４０人（申込先着順）　

　　　　　※親子が対象ですが、祖父母と孫またはお一人での参加もOKです。ただし、小学 2年生以下は保護者同伴

　　　　　　でお願いします。

　申　込　事前申込が必要です。５月１日（金）までに船迫窯跡公園まで電話でお申込ください。定員に達し次第締め

　　　　　切らせていただきます。

※なお、イベント当日に作成していただいたシーサーは当館の陶芸窯で焼成した後にお渡しします。

　（乾燥期間等含めて 1か月程度かかります。お渡しは６月中旬以降。）

※完成した作品については、後日直接受け取りに来ていただきます。（郵送等はしていません。）

●“陶芸教室”生徒募集のご案内

　～古代焼き物の里で陶芸を始めてみませんか？

古代の遺跡が広がる船迫窯跡公園では、本格的な陶芸が楽しめます。

ベテランの方から初心者の方も、みんなで楽しく焼き物を楽しみましょう。

開催日　毎月２回（第１、第２日曜日　９：００～１２：００）

会　費　月２，０００円（釉薬等材料・諸経費含む。ただし粘土は別途個人負担。）

講　師　塚田知宏氏

内　容　第１週目に製作、第２週目に削りや模様付け、月末に素焼き、次の月の第

　　　　１週目に釉薬を付け本焼きします。（素焼き・本焼きは事務局が行います。）

※毎月の会費には粘土代を除く材料費、講師料、２回分の施設使用料が含まれています。

※教室開催日に参加できなくても、休館日以外であればいつ来て製作しても結構です。

（ただし月3回目以降の使用については別途教室使用料１回１００円が必要です。また講師はいません。）

※基本的な道具は教室にあります。

　町では平成２１年度から２６年度までの６年間をか
けて、町のシンボルツリー「本庄の大楠」（国指定天
然記念物）の保存整備事業を行ってきました。
　大楠は推定樹齢１，９００年以上のクスノキで、永
い年月を経る中で、周囲の環境変化やクスサン（クス
ノキの葉を食べる蛾の幼虫）による食害等から近年、
急速に樹勢が衰え始めてきました。そこで平成１４年
度に学識経験者や地元関係者から構成される「本庄の
大楠保護委員会」を立ち上げ、数々の協議・検討を重
ね、平成２０年度に『本庄の大楠保護基本計画』をま
とめ、整備事業に着手しました。大楠周囲は古い川の
氾濫原になっており、たくさんの川原石が大楠の根系
の成長を阻害していました。また周囲を人々が歩いた
ことにより土が固く締まってしまい、根への水や酸素
の供給がされにくい状態になっていました。そこで周
囲の川原石を取り上げ、かわりに良質土と肥料を漉き
込み、また根に酸素や水が届きやすくするために直径
１０㎝の有孔管を土中に設置しました。
　整備後、周囲を木柵で囲っています。見学の際は大
楠保護のため、木柵の外側からお願い致します。大楠
を将来に渡って残していくため、皆様のご協力をお願
いします。

☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

申込・問い合わせ　船迫窯跡公園５２－３７７１（月曜休館）

▲たくさんの川原石が根の成長を阻害 ▲本庄の大楠（東側から）竣工状況

▲遊歩道は踏圧防止の石敷に
　見学は木柵外から

▲根周囲に良質土を漉き込み、有孔管設置

▲説明看板もリニューアルしました
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平成27年度　人権相談日程表

　４月２０日（月）
　５月１８日（月）
　　６月　１日（月）　
　７月２１日（火）
　８月１７日（月）
　９月１４日（月）
１０月１９日（月）
１１月１６日（月）
１２月　４日（金）
　１月１８日（月）
　２月１５日（月）
　３月１４日（月）

椎田人権センター
築城人権センター
椎田人権センター
築城人権センター
築城人権センター
椎田人権センター
椎田人権センター
築城人権センター

築上町コミュニティセンター(ソピア)
椎田人権センター
椎田人権センター
築城人権センター

人権擁護委員
人権擁護委員
人権擁護委員
弁　護　士

人権擁護委員　法務局
弁　護　士
人権擁護委員
弁　護　士
人権擁護委員
弁　護　士

人権擁護委員　法務局
弁　護　士

特設人権相談　１０：００～１５：００

特設人権相談　１３：３０～１５：３０

特設人権相談　１０：００～１５：００

特設人権相談　１３：３０～１５：３０

開　催　日 場　　所 相　談　員 備　　　　考

※人権擁護委員相談・弁護士相談
　(１３：３０～１５：３０)

◆ 相談には、次の方たちが応じます。
《人権擁護委員》
　　吉留　平治　（築城）　川端　洋子　（越路）
　　安田　美鈴　（安武）　吉田　冨美代（宇留津）
　　久保　孝吉　（広末）　中村　雅輝　（湊）
　　白川　恵美子（松丸）　白川　義尚　（上ノ河内）
《弁護士》
　　福岡県弁護士会北九州部会所属弁護士

♢上記、人権相談日以外にご相談がある場合は、「法テラスの弁
　護士による無料法律相談所」（毎月第一、第三火曜日）に福岡
　法務局行橋支局でも行っています。

問い合わせ　人権課　人権係（支所・内線 273）

男女共同参画啓発４コマ漫画

Vol.2

食事の支度は女性の仕事？
い
ら
っ
し
ゃ
い

今
日
は

ぼ
く
が

腕
を
ふ
る
い

ま
す
よ
。

こ
ん
ば
ん
は

食
事
の
支
度
は

花
子
が

す
る
ん
じ
ゃ

な
い
の
か
？

ぼ
く
が

腕
を

ふ
る
う…

？

そ
う
よ
、

お
父
さ
ん

家
事
は

協
力
し
て

す
る
も
の
よ
。

花
子
も

働
い
て

い
る
ん
で
す
か
ら
。

夫
婦
で

協
力
す
る
か
ら

よ
け
い
に

お
い
し
い
の

か
し
ら
？

こ
り
ゃ

う
ま
い
！

認めあい・支えあい・ともに輝く

法務局における「常設相談所」
　福岡法務局と行橋人権擁護委員協議会では、以下のとおり

「常設相談所」を開設しています。どのようなことでもお気

軽にご相談ください。なお、相談は無料で、秘密は固く守ら

れます。

　相談員　　法務局職員又は人権擁護委員

　相談日　　土日祝日を除く毎日

　　　　　　８：３０～１７：１５

　　　　　　※人権擁護委員への相談は、毎週月水金の

　　　　　　　９：００～１６：００

　場　所　　福岡法務局行橋支局１階相談室

　　　　　　※電話でも相談できます。

　　　　（全国共通番号０５７０（００３）１１０）

　相談方法　事前の予約は必要ありませんので、上記相談日

　　　　　　に来庁又はお電話ください。

問い合わせ　福岡法務局行橋支局　総務係

　　　　　（２２）０４７６

　
食
事
の
支
度
は
、
女
性
が
す
る
も
の
と
決
め
つ
け
て
い
ま
せ
ん
か
？

　
固
定
的
な
性
別
役
割
分
担
意
識
に
と
ら
わ
れ
ず
、
家
事
は
お
互
い
に
協
力
し
て
行
う
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
ね
。

〜
固
定
的
性
別
役
割
分
担
と
は
〜

　
男
女
を
問
わ
ず
個
人
の
能
力
等
に
よ
っ
て
役
割
の
分
担
を
決
め
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
男
性
だ

か
ら
、
女
性
だ
か
ら
と
い
う
性
別
を
理
由
と
し
て
、
役
割
を
固
定
的
に
分
け
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　「
男
は
仕
事
・
女
は
家
庭
」、「
男
性
は
主
要
な
業
務
・
女
性
は
補
助
的
業
務
」
等
は
固
定
的
な
考
え
方
に
よ
り
、
男
性
・

女
性
の
役
割
を
決
め
て
い
る
例
で
す
。

花子の
両親

花子

太
郎



平成27年４月

13

町内外からのお知らせ町内外からのお知らせ

　本町では、農地中間管理機構「公益財団法人福岡県農業振興推進機
構」を通じて、農地の賃借を行っています。農地中間管理機構は、農地
を貸したい出し手（農地所有者）から、規模拡大などで農地を借りたい
受け手（担い手農業者）への農地の集積・集約化を進めるため、農地の
中間的受け皿となる組織です。
　農地中間管理機構を通じて農地を貸付けると、経営転換協力金（３０
～７０万円／戸）の対象となる場合があります。申込方法や各種交付金
の交付要件など、詳しくはお問い合わせください。
【平成２７年度第１回目募集】

※１１月１日（日）の権利設定を希望する場合は６月１日（月）が締切
　となります。
問い合わせ
　産業課　農林水産係（内線２７６）
　公益財団法人　福岡県農業振興推進機構　０９２（７１６）８３５５
　福岡県水田農業振興課　 ０９２（６４３）３４７４

農地の出し手と受け手を募集！！

内　容
農地の出し手の募集
農地の受け手の募集

機構を通じた農地の権利設定

期日（予定）
随時※

５月１日（金）～６月１日（月）
１１月１日（日）

健
康
診
査
の
お
知
ら
せ

　
後
期
高
齢
者
広
域
連
合
で
は
、

被
保
険
者
を
対
象
に
、
生
活
習
慣

病
の
予
防
及
び
早
期
発
見
・
早
期

治
療
を
目
的
と
し
て
健
康
診
査
を

実
施
し
ま
す
。

　
被
保
険
者
全
員
に
、
４
月
下
旬

に
受
診
票
と
お
知
ら
せ
を
送
付
し

ま
す
。

受
診
対
象
者

　
被
保
険
者
。
た
だ
し
、
健
康
診

査
の
目
的
か
ら
、
生
活
習
慣
病

︵※

︶
の
治
療
を
受
け
て
い
る
方

な
ど
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

※

生
活
習
慣
病
と
は
、
糖
尿
病
、

　
高
血
圧
症
、
脂
質
異
常
症
そ
の

　
他
の
疾
病
で
、
内
臓
脂
肪
の
蓄

　
積
に
起
因
す
る
も
の
で
す
。

受
診
期
間

　
４
月
下
旬
か
ら
平
成
28
年
３
月

31
日
ま
で
︵
年
１
回
︶

受
診
票
の
送
付
時
期

ア
　
平
成
27
年
４
月
末
現
在
で
被

　
保
険
者
の
方…

４
月
下
旬

イ
　
平
成
27
年
５
月
以
後
に
被
保

　
険
者
と
な
る
方…

被
保
険
者
と

　
な
る
月(

75
歳
の
誕
生
月
な
ど)

　
の
上
旬

受
診
時
の
自
己
負
担
金

　
一
人
５
０
０
円

受
診
方
法
　
健
康
診
査
の
実
施
医

　
療
機
関
で
個
別
に
予
約
の
う
え

　
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　
福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

　
連
合
お
問
い
合
わ
せ
セ
ン
タ
ー

　
０
９
２
（
６
５
１
）
３
１
１
１

　
Ｆ
Ａ
Ｘ

　
０
９
２
（
６
５
１
）
３
９
０
１

障
害
者
手
帳
の
偽
造
防
止
対
策

　
平
成
27
年
４
月
１
日
よ
り
偽
造

防
止
対
策
と
し
て
身
体
障
害
者
手

帳
・
療
育
手
帳
・
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
に
専
用
の
カ
バ
ー
シ

ー
ル
を
貼
付
し
ま
す
。

　
最
近
、
障
害
者
手
帳
の
書
き
換

え
や
、
写
真
を
貼
り
替
え
等
の
偽

造
を
行
い
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど

を
不
正
に
利
用
す
る
と
い
っ
た
悪

用
事
案
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
福

岡
県
で
は
、
こ
の
よ
う
な
不
正
行

為
を
未
然
に
防
ぐ
対
策
と
し
て
、

身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手
帳
・

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
表

紙
上
に
専
用
の
カ
バ
ー
シ
ー
ル
を

貼
付
し
ま
す
。

　
４
月
１
日
以
降
に
、
役
場
本
庁

福
祉
課
、
築
城
支
所
総
合
管
理
課

で
手
帳
を
提
示
さ
れ
た
場
合
に
、

シ
ー
ル
を
貼
付
し
ま
す
の
で
、
ご

理
解
、
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。

ご
注
意

※

シ
ー
ル
を
貼
っ
て
い
な
い
手
帳

　
も
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
使
用

　
で
き
ま
す
。

※

シ
ー
ル
の
貼
付
を
希
望
す
る
方

　
は
、
役
場
福
祉
課
も
し
く
は
支

　
所
総
合
管
理
課
に
障
害
者
手
帳

　
を
持
っ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
シ
ー
ル
の
郵
送
や
、
シ
ー
ル
の

　
み
を
お
渡
し
す
る
こ
と
は
で
き

　
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ

　
福
祉
課
　
社
会
福
祉
係

　
　
　
　
︵
内
線
２
４
３
︶

ス
ポ
ッ
ト
パ
ソ
コ
ン
︵
前

期
︶
教
室
受
講
生
募
集

講
座
開
設
期
間

　
４
月
22
日
︵
水
︶
〜

　
７
月
29
日
︵
水
︶

　
ま
で
の
毎
週
水
曜
日

　
13

：

00
〜
14

：

30

定
員
　
16
名
︵
応
募
者
が
半
数
以

　
下
の
場
合
は
取
り
や
め
る
こ
と

　
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
応
募
多
数

　
の
場
合
は
パ
ソ
コ
ン
同
好
会
事

　
務
局
で
選
考
し
ま
す
。
︶

研
修
課
題
　W

in
d
o
w

s
8
.1

の
操

　
作
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
活
用
、

　
文
字
入
力
変
換
操
作
、
文
書
作

　
成
等
︵
全
15
講
座
︶

申
込
方
法
　
所
定
の
様
式
に
記
入

　
の
う
え
、
築
上
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ

　
ィ
セ
ン
タ
ー
︵
ソ
ピ
ア
︶
事
務

　
室
へ
お
申
込
く
だ
さ
い
。

︵
様
式
は
築
上
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

　
セ
ン
タ
ー
︵
ソ
ピ
ア
︶
に
あ
り

　
ま
す
。
︶

申
込
期
限
　
４
月
10
日
︵
金
︶

　
　
　
　
　
17

：

00
ま
で

※

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

　
さ
い
。
な
お
、
パ
ソ
コ
ン
同
好

　
会
で
は
パ
ソ
コ
ン
相
談
室
も
設

　
け
て
い
ま
す
。
パ
ソ
コ
ン
操
作

　
等
で
お
悩
み
の
方
は
開
催
日
の

　
15

：

00
〜
16

：

00
同
施
設
の
視

　
聴
覚
室
で
行
っ
て
い
ま
す
。
お

　
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　
築
上
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

　
︵
ソ
ピ
ア
︶

　
︵
５
２
）
０
０
６
６

築
上
町
福
祉
タ
ク
シ
ー
料
金

助
成
制
度

　
築
上
町
で
は
、
在
宅
で
身
体
障

害
者
手
帳
﹁
１
・
２
級
﹂
ま
た
は
、

療
育
手
帳
﹁
Ａ
﹂
を
お
持
ち
の
方
、

特
定
疾
患
医
療
受
給
者
証
を
お
持

ち
の
方
に
対
し
て
、
タ
ク
シ
ー
料

金
の
助
成
を
し
て
い
ま
す
。
申
請

希
望
者
は
、
福
祉
課
社
会
福
祉
係

に
て
申
請
手
続
き
を
お
願
い
し
ま

す
。

　
た
だ
し
、
同
じ
世
帯
に
自
家
用

車
︵
軽
自
動
車
を
含
む
︶
を
お
持

ち
の
方
は
、
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

申
込
開
始
日
　
４
月
１
日
︵
水
︶

持
参
す
る
物

　
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
療
育

手
帳
、
特
定
疾
患
医
療
受
給
者
証

の
い
ず
れ
か
。
印
鑑
。

※

申
込
・
タ
ク
シ
ー
券
の
受
領
は
、

　
す
べ
て
役
場
本
庁
で
行
い
ま
す
。

　
築
城
支
所
で
は
行
い
ま
せ
ん
の

　
で
、
お
間
違
え
の
な
い
よ
う
に

　
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

申
込
・
問
い
合
わ
せ

　
福
祉
課
　
社
会
福
祉
係

　
　
　
　
︵
内
線
２
４
３
︶



平成27年４月

14

町内外からのお知らせ町内外からのお知らせ

旧
藏
内
邸
で
気
軽
に
気
楽
に

煎
茶
の
世
界
に
触
れ
て
み
ま

せ
ん
か
？

　

旧
藏
内
邸
で
は
、
小
笠
原
流
煎

茶
道
家
元
教
授
で
売
茶
翁
研
究
家

の
田
中
新
一
先
生
に
よ
る
﹁
煎
茶

席
﹂
を
次
の
日
程
で
開
催
し
ま
す
。

田
中
先
生
の
﹁
よ
も
や
ま
談
義
﹂

と
﹁
お
煎
茶
の
味
や
雰
囲
気
﹂
を

お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

開
催
日
時　

５
月
６
日(

水)

、

　

６
月
13
日(

土)

、
７
月
20
日(

月)

　

８
月
22
日(

土)

、
９
月
13
日(

日)

　

10
月
11
日(

日)

、
11
月
８
日(

日)

開
催
時
間

　

開
催
日
の
13

：

00
〜
15

：

00

募
集
人
員　

各
月
20
名

　

︵
定
員
に
な
り
次
第
締
切
︶

参
加
料　

８
０
０
円

　

︵
入
館
料
３
０
０
円
と
煎
茶
席

　
　

５
０
０
円
︶

※

申
込
は
そ
れ
ぞ
れ
開
催
日
毎
に

　

な
り
ま
す
。
椅
子
も
準
備
し
て

　

い
ま
す
。

申
込
・
問
い
合
わ
せ

　

旧
藏
内
邸
︵
５
２
）
２
５
３
０

平
成
27
年
度
築
上
町
成
人
式

開
催
に
つ
い
て

対
象
者　

平
成
７
︵
１
９
９
５
︶

　

年
４
月
２
日
か
ら
平
成
８
︵
１

　

９
９
６
︶
年
４
月
１
日
ま
で
に

　

生
ま
れ
た
方

※

町
外
に
お
住
ま
い
の
方
で
、
築

　

上
町
の
成
人
式
に
参
加
を
希
望

　

す
る
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

日
時

　

平
成
28
年
１
月
10
日
︵
日
︶

　

受
付　

12

：

30
〜

　

開
会　

13

：

00

場
所

　

築
上
町
文
化
会
館
コ
マ
ー
レ

問
い
合
わ
せ

　

生
涯
学
習
課　

生
涯
学
習
係

　
　
　

︵
支
所
・
内
線
２
６
２
︶

平
成
27
年
度
築
上
町
建
設
工
事

等
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
の

申
請
受
付

　

平
成
27
年
度
の
建
設
工
事
及
び

測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業

務
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

申
請
書
を
次
の
と
お
り
受
付
ま
す
。

受
付
期
間

・
町
外
事
業
者

　
　

４
月
１
日
︵
水
︶
〜

　
　

４
月
30
日
︵
木
︶

・
町
内
事
業
者

　
　

５
月
７
日
︵
木
︶
〜

　
　

５
月
15
日
︵
金
︶

　
　

︵
土･

日･

祝
祭
日
を
除
く
︶

受
付
時
間　

８
：

30
〜
17

：

00

　
　

︵
12

：

00
〜
13

：

00
除
く
︶

受
付
場
所

　

築
上
町
役
場　

保
健
室

　
　
　
　
　
　

︵
本
庁
地
下
︶

提
出
方
法

　

福
岡
県
内
︵
受
任
地
を
含
む
︶

　

は
持
参
、
県
外
は
郵
送
可

︵
４
月
30
日
︵
木
︶
消
印
有
効
︶

※

提
出
要
領
は
築
上
町
の
ホ
ー
ム

　

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

　

き
ま
す
。

　

h
ttp

://w
w
w
.to

w
n
.ch

iku
jo
.

　

fu
ku

o
ka.lg

.jp

問
い
合
わ
せ

　

財
政
課　

管
財
係

　
　

︵
内
線
３
４
１
・
３
４
２
︶

築上町高齢者在宅福祉サービス築上町高齢者在宅福祉サービス その１

　築上町では在宅での介護や介護予防のため、さまざまな高

齢者在宅福祉サービスを実施しています。このコーナーでは、

今月から１２回の予定で高齢者在宅福祉サービスを紹介して

いきます。

築上町在宅介護支援センター

　介護保険、保健福祉サービスの利用手続き、在宅介護に関

する各種の相談等について、２４時間体制で専門スタッフが

相談に応じます。

〈在宅介護支援センターは、次の施設内に設置しています〉

①ピア・ハート内　築上町大字安武８４４番地２

　　　　　　　　　電話（５２）０７７８

②やすらぎ荘内　　築上町大字湊１２７５番地

　　　　　　　　　電話（５７）３３１２

＜利用料＞　無料

※秘密は固く守られます。お気軽にご相談ください。

問い合わせ　福祉課　高齢者福祉係（内線２５２）

平
成
27
年
度
築
上
町
テ
ニ
ス

教
室
受
講
生
募
集

日
時　

５
月
10
日
︵
日
︶
〜

　
　
　

６
月
28
日
︵
日
︶

　
　
　

毎
週
日
曜
日
︵
８
回
︶　

　
　
　

13

：

00
〜
15

：

00

場
所　

サ
ン
・
ス
ポ
ー
ツ
ラ
ン
ド

　
　
　

浜
の
宮　

テ
ニ
ス
コ
ー
ト

対
象
者　

築
上
町
内
に
在
住
ま
た

　

は
、
通
勤
・
通
学
さ
れ
る
小
学

　

生
以
上
の
方

参
加
費
用　

一
人　

５
０
０
円

申
込
締
切　

５
月
８
日
︵
金
︶

申
込
・
問
い
合
わ
せ

　

築
上
町
体
育
協
会
事
務
局

　

︵
火
〜
金
曜
日
︶

　

︵
５
６
）
０
０
７
５

優
良
運
転
者
等
表
彰
に
伴
う

候
補
者
募
集
に
つ
い
て

　

福
岡
県
で
は
、
長
年
交
通
安
全

活
動
に
尽
力
さ
れ
た
方
や
長
年
無

事
故
・
無
違
反
の
方
で
他
の
運
転

者
の
模
範
と
な
っ
て
い
る
方
々
に

対
す
る
表
彰
を
行
っ
て
お
り
、
そ

の
候
補
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

豊
前
築
上
交
通
安
全
協
会

　

０
９
７
９
（
８
３
）
３
５
６
９

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
体
験
学

習
講
座

・
紙
ひ
も
の
か
ご
作
り

日
時　

４
月
17
日
︵
金
︶

　
　
　

10

：

00
〜
15

：

30

持
参
す
る
も
の

　

は
さ
み
、
木
工
ボ
ン
ド
、
も
の

　

さ
し
︵
30
㎝
︶
、
洗
濯
ば
さ
み

　

30
個
、
鉛
筆

・
Ｅ
Ｍ
ぼ
か
し
づ
く
り　

日
時　

４
月
23
日
︵
木
︶

　
　
　

10
：

00
〜
12

：

00

持
参
す
る
も
の　

エ
プ
ロ
ン

・
廃
油
石
け
ん
作
り

日
時　

４
月
17
日
︵
金
︶

　
　
　

９

：

00
〜
13

：

00

持
参
す
る
も
の

　

軍
手
、
エ
プ
ロ
ン

・
エ
コ
ク
ッ
キ
ン
グ

日
時　

４
月
17
日
︵
金
︶

　
　
　

９

：

00
〜
13

：

00

持
参
す
る
も
の

　

エ
プ
ロ
ン
︵
今
月
の
メ
ニ
ュ
ー

　

は
〝
お
か
ら
料
理
〞
︶

・
手
仕
事
の
う
た
︵
不
定
期
︶

持
参
す
る
も
の

　
　

着
物
の
布
、
古
布

※

参
加
費
・
材
料
費
は
実
費
と
な

　

り
ま
す
。

※

募
集
人
数
は
各
10
人
で
す
。

※

申
込
は
開
催
日
の
３
日
前
ま
で

　

に
お
願
い
し
ま
す
。

申
込
・
問
い
合
わ
せ

　

環
境
課　

環
境
係

　
　
　

︵
支
所
・
内
線
１
５
２
︶



平成27年４月
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町内外からのお知らせ町内外からのお知らせ

平
成
27
年
度
県
政
モ
ニ
タ
ー

募
集

応
募
資
格　

県
内
在
住
の
18
歳
以

　

上
の
方
︵
平
成
27
年
４
月
１
日

　

現
在
︶

※

国
・
地
方
公
共
団
体
の
議
員
、

　

常
勤
の
公
務
員
、
平
成
25
・
26

　

年
度
県
政
モ
ニ
タ
ー
経
験
者
を

　

除
く
。

任
期　

県
政
モ
ニ
タ
ー
を
委
嘱
す

　

る
日
〜
平
成
28
年
３
月
末
ま
で

謝
礼　

活
動
状
況
に
応
じ
て
図
書

　

カ
ー
ド
も
し
く
は
Ｑ
Ｕ
Ｏ
カ
ー

　

ド
︵
選
択
制
︶
を
進
呈

募
集
期
間　

４
月
１
日
︵
水
︶
〜

　
　
　
　
　

６
月
１
日
︵
月
︶

※

応
募
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
お

　

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

︵
応
募
は
が
き
は
市
町
村
窓
口
、

　

県
庁
、
県
総
合
庁
舎
、
ア
ク
ロ

　

ス
福
岡
文
化
観
光
情
報
ひ
ろ
ば

　

等
で
配
布
︶

申
込
・
問
い
合
わ
せ

　

福
岡
県
県
民
情
報
広
報
課
広
聴
係

　

０
９
２
︵
６
４
３
︶
３
１
０
３

築
上
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
か
ら
の
お
知
ら
せ

〜
認
知
症
・
介
護
相
談
会
〜

　

日
頃
、
も
の
忘
れ
や
介
護
な
ど

困
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　

４
月
21
日
︵
火
︶

　
　

13

：
30
〜
15

：

00

場
所　

役
場
築
城
支
所
１
階

　
　
　

第
一
会
議
室

ス
タ
ッ
フ

　

包
括
職
員
、
福
岡
県
認
知
症
医

　

療
セ
ン
タ
ー

﹁
行
橋
記
念
病
院
﹂
の
相
談
員

※

事
前
に
電
話
予
約
を
お
願
い
し

　

ま
す
。

申
込
・
問
い
合
わ
せ

　

築
上
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

︵
支
所
・
内
線
１
４
３
︶

社
交
ダ
ン
ス
︵
初
級
・
中

級
︶
練
習
生
募
集

　

ダ
ン
ス
で
作
ろ
う
健
康
、
ダ
ン

ス
で
作
ろ
う
活
力
、
ダ
ン
ス
で
作

ろ
う
連
帯
！

日
時　

毎
週
水
・
木
・
土
曜
日　

　
　
　

19

：

30
〜
21

：

30

　
　
　

毎
週
日
曜
日　
　
　
　
　

　
　
　

13

：

30
〜
15

：

30

場
所　

延
塚
記
念
館　

２
階

会
費　

月　

額
２
，

０
０
０
円

　
　
　
入
会
金
１
，

０
０
０
円

申
込
・
問
い
合
わ
せ

　

野
中
︵
５
６
）
０
２
５
６

　

石
丸

　

０
９
０(

５
９
４
６)

７
７
７
６

平
成
27
年
度
労
働
国
家
公
務
員

労
働
基
準
監
督
官
採
用
試
験

受
験
資
格

①
昭
和
60
年
４
月
２
日
〜
平
成
６

　

年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方

②
平
成
６
年
４
月
２
日
以
降
生
ま

　

れ
の
方
で
次
に
掲
げ
る
方

︵
１
︶
大
学
院
を
卒
業
し
た
方
及

　
　

び
平
成
28
年
３
月
ま
で
に
大

　
　

学
を
卒
業
す
る
見
込
み
の
方

︵
２
︶
人
事
院
が
︵
１
︶
に
掲
げ

　
　

る
方
と
同
等
の
資
格
が
あ
る

　
　

と
認
め
る
方

試
験
区
分

　

労
働
基
準
監
督
Ａ(

法
文
系)

　

労
働
基
準
監
督
Ｂ
︵
理
工
系
︶

申
込
期
間

　

申
込
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ

り
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

４
月
１
日
︵
水
︶
〜

　

４
月
13
日
︵
月
︶

︻
受
信
有
効
︼

第
１
次
試
験
日

　

６
月
７
日
︵
日
︶

第
２
次
試
験
日

　

７
月
15
日
︵
水
︶
〜

　

７
月
17
日
︵
金
︶

問
い
合
わ
せ

　

福
岡
労
働
局
総
務
部
総
務
課
人

　

事
係

　

０
９
２
（
４
１
１
）
４
７
４
１

不
正
大
麻
・
け
し
撲
滅
運
動

〜
き
れ
い
な
け
し
の
花
に

　
注
意
〜

　

き
れ
い
な
け
し
の
花
を
見
か
け

る
季
節
に
な
り
ま
し
た
が
、
け
し

に
は
植
え
て
良
い
も
の
と
、
悪
い

も
の
が
あ
り
ま
す
。

植
え
て
は
い
け
な
い
け
し
の
特
徴

・
草
丈
が
大
き
く
１
ｍ
以
上
に
な

　

る
。

・
全
体
が
白
っ
ぽ
い
緑
色
を
し
て

　

お
り
、
毛
が
な
い
。

・
茎
を
抱
き
込
む
よ
う
に
葉
が
生

　

え
て
い
る
。

・
葉
が
大
き
く
長
楕
円
形
で
、
ま

　

わ
り
の
切
れ
込
み
が
浅
い
。　

　

な
ど
こ
の
よ
う
な
け
し
を
見
か

け
た
人
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
！

問
い
合
わ
せ

　

福
岡
県
京
築
保
健
福
祉
環
境
事

　

務
所

　

総
務
企
画
課
企
画
指
導
係

　

︵
２
３
）
２
３
７
９

青
年
海
外
協
力
隊
＆
シ
ニ
ア

海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集
　

〜
﹁
体
験
談
＆
説
明
会
﹂
も

九
州
各
地
で
実
施
〜

　

開
発
途
上
国
へ
の
技
術
協
力
や

人
材
育
成
を
行
な
っ
て
い
る
Ｊ
Ｉ

Ｃ
Ａ
︵
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力

機
構
︶
が
、
平
成
27
年
度
春
の
Ｊ

Ｉ
Ｃ
Ａ
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募

集
し
ま
す
。
求
め
ら
れ
る
技
術
や

語
学
レ
ベ
ル
は
要
請
に
よ
っ
て

様
々
で
、
ま
ず
は
﹁
体
験
談
＆
説

明
会
﹂
へ
の
参
加
か
ら
そ
の
第
一

歩
が
始
ま
り
ま
す
。
世
界
に
は
あ

な
た
の
技
術
や
経
験
を
必
要
と
し

て
い
る
人
々
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

是
非
、
あ
な
た
も
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
海
外

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参
加
し
ま
せ
ん

か
。

募
集
期
間　

４
月
１
日
︵
水
︶
〜

　
　
　
　
　

５
月
11
日
︵
月
︶

応
募
資
格　

満
20
歳
〜
39
歳

︵
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は

　

満
40
歳
〜
69
歳
︶
ま
で
の
日
本

　

国
籍
を
持
つ
方

募
集
分
野　

農
林
水
産
、
保
護
・

　

医
療
、
公
共
・
公
益
事
業

　

人
的
資
源
等

派
遣
国　

ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
、

　

中
南
米
な
ど
約
70
ヶ
国

派
遣
期
間

　

１
年
間
ま
た
は
２
年
間

︻
重
要
な
お
知
ら
せ
︼

　

申
告
に
必
要
と
な
る
語
学
ス
コ

ア
を
事
前
に
取
得
し
た
上
で
、
応

募
時
に
﹁
語
学
力
申
告
台
紙
﹂
を

提
出
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構

　

九
州
国
際
セ
ン
タ
ー

︻
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
九
州
︼
市
民
参
加
協

　

力
課
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
班

　

０
９
３
（
６
７
１
）
８
２
０
５

　

詳
し
く
は
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
ホ
ー
ム　

　

ペ
ー
ジ

　

h
ttp

://w
w
w
.jica.g

o
.jp

行
橋
市
広
域
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
の
相
談
時
間
が
延
長
さ

れ
ま
す

　

行
橋
市
広
域
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
で
は
、
現
在
、
平
日
の
９
時

〜
15
時
30
分
ま
で
相
談
を
受
付
て

い
ま
す
が
、
４
月
１
日
︵
水
︶
か

ら
９
時
〜
17
時
ま
で
受
付
を
行
い

ま
す
。

　

消
費
生
活
で
お
困
り
の
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
も

受
付
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　

行
橋
市
広
域
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　

︵
２
３
）
０
９
９
９

　

Ｆ
Ａ
Ｘ
︵
２
３
）
４
４
２
２
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就
業
支
援
講
習
会

講
習
内
容　

歯
科
助
手
講
習
会

　

平
日
９
日
間
︵
延
べ
45
時
間
︶

に
お
い
て
歯
科
医
院
機
関
で
の
受

付
や
ア
シ
ス
タ
ン
ト
業
務
、
歯
科

ク
リ
ニ
ッ
ク
で
必
要
と
さ
れ
る
会

計
業
務
を
学
習
し
、
現
場
で
の
即

戦
力
と
な
る
ス
キ
ル
を
見
に
つ
け

就
労
に
結
び
つ
け
る
。

受
講
資
格　

県
内
︵
福
岡
県
、
北

　

九
州
市
を
除
く
︶
に
お
住
ま
い

　

の
ひ
と
り
親
家
庭
の
お
母
さ
ん
、

　

お
父
さ
ん
、
ま
た
は
か
つ
て
母

　

子
家
庭
だ
っ
た
寡
婦
で
、
就
職

　

あ
る
い
は
転
職
を
希
望
し
て
い

　

る
方
。

期
間　

６
月
２
日
︵
火
︶
〜

　
　
　

６
月
30
日
︵
火
︶

　

こ
の
間
の
毎
週
火
・
木
曜
日
で

　

実
施

　

平
日
９
日
間
９

：

30
〜
15

：

30

︵
延
べ
45
時
間
︶

場
所　

福
岡
県
飯
塚
総
合
庁
舎　

　
　

︵
飯
塚
市
新
立
岩
８
ー
１
︶

定
員　

10
名
︵
書
類
選
考
、
開
講

　

人
数
に
満
た
な
い
場
合
は
中
止)

受
講
料　

無
料
︵
但
し
、
テ
キ
ス

　

ト
・
検
定
代
５
，

０
０
０
円
程

　

度
は
自
己
負
担
︶

託
児　

有
︵
事
前
予
約
制
、
託
児

　

対
象
年
齢
は
１
歳
か
ら
就
学
前

　

の
子
ど
も
ま
で
︶

申
込
締
切
日

　

５
月
14
日
︵
木
︶
必
着

問
い
合
わ
せ

　

福
岡
県
ひ
と
り
親
家
庭
等
就
業

・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

︵
飯
塚
ブ
ラ
ン
チ
︶

　

０
９
４
８
（
２
１
）
０
３
９
０

福
岡
県
子
育
て
女
性
就
職
支

援
セ
ン
タ
ー
の
出
張
相
談

　

子
育
て
中
の
働
き
た
い
女
性
の

就
職
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。
就
業

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
、
毎
月
出
張
相

談
を
行
い
ま
す
。
就
職
活
動
や
子

ど
も
の
預
け
先
な
ど
心
配
さ
れ
て

い
る
女
性
の
方
を
対
象
に
、
個
別

に
相
談
を
受
け
、
就
業
に
向
け
た

ア
ド
バ
イ
ス
を
し
ま
す
。
ま
た
、

お
仕
事
あ
っ
せ
ん
の
受
付
も
行
い

ま
す
。

　

相
談
無
料
・
秘
密
厳
守
で
す
の

で
、
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

相
談
に
は
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。

場
所

　

行
橋
市
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

　

﹁
る
〜
ぷ
る
﹂

相
談
日　

毎
月
第
一
水
曜
日

　
　

10

：

00
〜
15

：

00
︵
相
談
日

　
　

が
祝
日
の
場
合
は
翌
週
︶

定
員　

４
人

申
込
方
法　

相
談
日
の
２
日
前
ま

　

で
に
申
込
の
う
え
、
相
談
時
間

　

の
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い

申
込
・
問
い
合
わ
せ

　

福
岡
県
子
育
て
女
性
就
職
支
援

　

セ
ン
タ
ー
︵
福
岡
県
北
九
州
労

　

働
者
支
援
事
務
所
︶

　

０
９
３
（
５
７
１
）
６
４
４
０

※

平
日
の
８

：

30
〜
17

：

15
は
毎

　

日
相
談
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

養
育
費
の
電
話
相
談
業
務

　

福
岡
県
ひ
と
り
親
家
庭
等
就

業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、

ひ
と
り
親
家
庭
又
は
離
婚
協
議
中

の
方
を
対
象
に
養
育
費
の
電
話
相

談
業
務
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
相

談
を
希
望
す
る
方
は
、
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

受
付
時
間

　

平
日
の
９

：

00
〜
16

：

00

問
い
合
わ
せ

　

福
岡
県
ひ
と
り
親
家
庭
等
就
業

・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

︵
飯
塚
ブ
ラ
ン
チ
︶

　

０
９
４
８
︵
２
１
︶
０
３
９
０

弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談

　

ひ
と
り
親
家
庭
又
は
離
婚
協
議

中
の
方
等
を
対
象
に
弁
護
士
が
養

育
費
な
ど
の
生
活
上
の
問
題
に
関

す
る
無
料
法
律
相
談
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

相
談
日
時　

４
月
15
日
︵
水
︶

　
　
　
　
　

13

：

00
〜
15

：

00

場
所　

福
岡
県
飯
塚
総
合
庁
舎　

　

別
棟
会
議
室

︵
飯
塚
市
新
立
岩
８
ー
１
︶

※

希
望
者
は
、
相
談
日
前
日
ま
で

　

に
福
岡
県
ひ
と
り
親
家
庭
等
就

　

業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
飯
塚

　

ブ
ラ
ン
チ
に
予
約
が
必
要
で
す
。

︵
先
着
順
受
付
１
日
４
人
、
一
人

　

当
た
り
の
相
談
時
間
は
約
30
分

　

で
す
。
︶

予
約
番
号

　

０
９
４
８
（
２
１
）
０
３
９
０

　

︵
平
日
９

：

00
〜
17

：

00
︶

ひ
と
り
親
家
庭
等
の
就
業
支
援

　

福
岡
県
ひ
と
り
親
家
庭
等
就

業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、

町
村
在
住
の
ひ
と
り
親
家
庭
の
お

母
さ
ん
、
お
父
さ
ん
︵
い
ず
れ
も

児
童
扶
養
手
当
受
給
者
︶
を
対
象

に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
連
携
し
て
就

業
支
援
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

相
談
に
つ
い
て
は
、
事
前
に
相
談

が
あ
っ
た
方
の
み
当
セ
ン
タ
ー
プ

ロ
グ
ラ
ム
策
定
員
が
、
平
日
は
対

象
者
が
居
住
し
て
い
る
役
場
等
で
、

日
曜
日
は
ク
ロ
ー
バ
ー
プ
ラ
ザ

︵
春
日
市
︶
で
行
い
ま
す
。

　

平　

日　

９

：

00
〜
17

：

00

　

日
曜
日　

９

：

00
〜
16

：

00

申
込
・
問
い
合
わ
せ

　

福
岡
県
ひ
と
り
親
家
庭
等
就
業

・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

︵
飯
塚
ブ
ラ
ン
チ
︶

　

０
９
４
８
︵
２
１
︶
０
３
９
０

﹁
憲
法
週
間
﹂
無
料
相
談
の

お
知
ら
せ

　

福
岡
県
弁
護
士
会
北
九
州
支
部

で
は
、
５
月
１
日
か
ら
７
日
ま
で

の
﹁
憲
法
週
間
﹂
を
記
念
し
、
無

料
法
律
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　

５
月
11
日
︵
月
︶
〜

　
　
　

５
月
15
日
︵
金
︶

※

時
間
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

　

い
。

場
所

　

豊
前
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー

　

行
橋
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー

申
込　

４
月
27
日
︵
月
︶

　
　
　

９

：

00
〜

　
　

※

要
電
話
予
約

定
員　

１
０
０
名
程
度

︵
定
員
に
な
り
次
第
締
切
ま
す
︶

申
込
・
問
い
合
わ
せ

　

北
九
州
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー

　

０
９
３
（
５
６
１
）
０
３
６
０

労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
く

各
種
免
許
試
験
の
ご
案
内

試
験
日　

月
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

試
験
の
種
類

　

第
一
種
衛
生
管
理
者
・
第
二
種

　

衛
生
管
理
者

　

ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士

︵
ク
レ
ー
ン
限
定
︶

　

二
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士　

他

試
験
会
場

　

九
州
安
全
衛
生
技
術
セ
ン
タ
ー

︵
久
留
米
市
東
合
川
５
ー
９
ー
３)

問
い
合
わ
せ

︵
公
益)

安
全
衛
生
技
術
試
験
協
会

　

九
州
安
全
衛
生
技
術
セ
ン
タ
ー

　

０
９
４
２
（
４
３
）
３
３
８
１

人の動き（２月末現在）

　　　　　　　　　　　 　前月比
人　口　１９,４９６人　　ー４８
　男　　　９,４４１人　　ー２０
　女　　１０,０５５人　　ー２８
世帯数　　８,９８９世帯　ー３６
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北九州⇔名古屋小牧就航！平成２７.３.２９（日）～１日２往復！
　北九州空港に待望の名古屋路線が復活します。
航空会社はフジドリームエアラインズ。定期便と
しては北九州空港初で、１日２往復しています。

龍城院柴燈護摩大祭
今年も火渡りで無病息災祈願をしませんか？
皆様の参加をお待ちしています。
日時　４月１９日（日）１０：００～
　　　（求菩提山へお参りをご希望の方は、７：５０までに
　　　　お越しください。）
場所　築上町大字真如寺（龍城院特設会場）＊雨天決行
問い合わせ　信田０９０－３４６３－８０７４

便名
FDA402/JAL4422
FDA408/JAL4428

北九州発
09：10
20：10

名古屋着
10：30
21：30

便名
FDA401/JAL4421
FDA407/JAL4427

名古屋発
07：20
18：20

北九州着
08：40
19：40

※時刻は変更になる場合があります。
※全てＪＡＬとの共同運航便になります。
問い合わせ
　北九州エアターミナル（株）
　０９３－４７５－４１９５

♢国民年金保険料改正
　４月から国民年金保険料が改正されます。
　１５，５９０円／月
♢保険料前納割引
　国民年金保険料をまとめて前納すると割引がありま

す。1年度分・６ヵ月分前納の納付書は、4月上旬に発

送される納付書案内書につづられています。

　また、現金払いでの前納は、１年度分や６ヵ月分だ

けでなく、任意の月分から年度末までの分を前納する

ことも可能です。この場合は、専用の納付書が必要と

なりますので、年金事務所までお問い合わせください。

＊現金納付での保険料の比較（平成２７年度分）

　・毎月納付　　　187,080円

　・１年度分前納　183,760円（3,320円の割引）

　・６ヵ月分前納　185,560円（1,520円の割引）

♢学生納付特例の申請はお早めに
　日本国内に住む全ての人は、20歳になったら国民年

金の被保険者となり、保険料の納付が必要となります。

しかし、学生の方は本人の所得が一定額以下であれば、

申請によって在学中の保険料の納付を猶予する「学生

納付特例制度」があります。

　ただし、猶予が承認された期間は、将来の基礎年金

額の計算には含まれず、承認を受けてから１０年間以

内であれば、追納ができます。

＊承認を受けた年度から起算して３年度目以降は、一

　定の加算額が加わります。

＊対象者　大学・短期大学・大学院・高等学校

　　　　　専修学校・各種学校で1年以上の就学課程

　　　　　に在学する20歳以上の方

＊必要なもの　年金手帳

　　　　　　（または基礎年金番号がわかるもの）

　　　　　　　学生証の写しまたは在学証明書(4月以

　　　　　　　降に発行されたもの)

申込・問い合わせ
　住民課　住民係（内線２３２）

　総合管理課　窓口係（支所・内線１２８）

　小倉南年金事務所０９３（４７１）８８７３

国民年金のお知らせ


